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具
体
的
国
家
分
析
の
た
め
の

　
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て

中
村
氏
の
新
「
国
家
概
念
」
把
握
に
よ
せ
て
l
I

、

星

埜

・淳

　
多
く
の
反
響
を
ひ
き
お
こ
し
た
中
村
政
則
氏
の
「
近
代
天
皇
制
国
家

（
i
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

論
」
お
よ
び
「
近
代
天
皇
制
国
家
の
確
立
」
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
つ
て
批
判
的
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
こ
で
提
示

さ
れ
て
い
た
氏
の
把
握
の
ひ
と
つ
、
　
「
国
家
形
態
H
国
家
機
構
月
国
家
権

力
」
と
し
て
国
家
権
力
を
と
ら
え
、
こ
れ
を
国
家
類
型
と
切
断
す
る
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
氏
自
身
、
右
の
二
作
の
発
表
の
直
後
に
、
そ
の
修
正

の
方
向
を
次
の
よ
う
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
国
家
の
階
級
的
本
質
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
で
、
国
家
形
態
は

絶
対
主
義
的
と
い
う
規
定
は
い
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
国
家
権
力
の
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

級
的
本
質
は
何
と
規
定
す
る
の
か
と
聞
か
れ
た
場
合
に
、
ぼ
く
の
理
論
は

必
ず
し
も
そ
れ
に
よ
く
答
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
国
家
機
構
が
絶
対
主
義

的
国
家
機
構
だ
か
ら
、
そ
の
国
家
機
構
を
直
接
的
に
掌
握
し
て
い
る
執
行

権
力
の
本
質
も
絶
対
主
義
だ
、
だ
い
た
い
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る

　
…
。
　
〔
し
か
し
〕
国
家
類
型
と
国
家
権
力
と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
な

ら
ば
、
国
家
の
階
級
的
本
質
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
な
ら
ば
、
そ
の

国
家
権
力
の
本
質
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
権
力
だ
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
権
力
で
あ
り
な

が
ら
、
絶
対
主
義
的
な
国
家
形
態
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
理
論
的
に
あ
り

う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
…
…
。
－
…
〔
そ
の
道
は
〕

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

開
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
、
と
。
ま
た
、
「
国
家
権
力
の
階
級
的
本
質
は
何

か
と
聞
か
れ
た
時
に
、
ぼ
く
の
議
論
は
ア
ン
・
ビ
バ
レ
ン
ト
、
二
面
的
な

ん
で
す
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
的
な
面
と
、
絶
対
主
義
的
な
面
と
両
方
あ

る
と
い
う
よ
う
な
い
い
方
。
と
り
わ
け
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
と
い
う
概

念
は
国
家
形
態
に
し
ぼ
っ
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
マ
ル

ク
ス
主
義
政
治
学
で
い
う
と
狭
義
の
、
狭
い
意
味
で
の
国
家
を
さ
し
て
い

る
…
…
。
そ
れ
に
は
対
外
関
係
と
か
、
あ
る
い
は
社
会
関
係
を
捨
象
し
て

　
　
　
（
5
）

い
る
…
…
」
、
と
。

　
こ
の
よ
う
に
氏
は
、
国
家
類
型
な
い
し
国
家
の
階
級
的
本
質
と
国
家
形



態
の
ズ
レ
と
い
う
把
握
は
断
乎
と
し
て
固
守
さ
れ
た
う
え
で
、
国
家
権
力

を
む
し
ろ
国
家
類
型
の
側
に
ひ
き
つ
け
、
国
家
形
態
と
は
切
り
は
な
す
方

向
で
の
修
正
を
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
氏
の
近
作
「
天
皇
制
国
家
と
地
方
支
配
」
は
、
一
九
七
五
年
の
「
近
代

天
皇
制
国
家
論
」
以
来
、
丁
度
一
〇
牛
後
の
現
在
に
お
い
て
、
右
の
修
正

を
明
確
に
実
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
ら
ば

そ
の
修
正
は
、
こ
の
問
の
氏
の
所
説
に
対
す
る
批
判
を
克
服
し
う
る
も
の

と
な
っ
た
か
ど
う
か
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
原
秀
三
郎
・
峰
岸
純
夫
・
佐
々
木
潤
之
介
・
中
村
政
則
編
『
大

　
　
系
日
本
国
家
史
4
』
近
代
1
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
。

　
（
2
）
　
同
上
編
『
大
系
日
本
国
家
史
5
』
近
代
H
、
一
九
七
六
年
、
鈴

　
　
木
正
幸
氏
と
の
共
同
執
筆
。

　
（
3
）
星
埜
『
国
家
移
行
論
の
展
開
』
未
来
社
、
一
九
八
○
年
、
第
一

　
　
章
第
三
節
。
な
お
、
星
埜
「
戦
後
日
本
国
家
の
従
属
性
に
つ
い
て
」

　
　
（
『
科
学
と
思
想
』
五
五
号
、
一
九
八
五
年
）
の
ご
．
、
一
〇
ペ
ー
ジ
注

　
　
（
2
0
）
を
も
見
ら
れ
た
い
。

　
（
4
）
　
「
大
学
ゼ
ミ
訪
問
」
（
『
経
済
』
一
五
七
号
、
一
九
七
七
年
）
、
二

　
　
〇
一
一
二
ぺ
ー
ジ
の
中
村
氏
の
発
、
言
。
〔
〕
内
は
引
用
者
が
挿
入
、

　
　
以
下
同
じ
。

　
　
－
－
具
体
的
国
家
分
析
の
琵
め
の
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
一

（
5
）
　
同
上
、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

（
6
）
　
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
近

　
代
2
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
所
収
。

国
家
類
型
に
つ
い
て

　
中
村
氏
は
、
　
「
、
議
論
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
」
、
氏
が
「
こ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

で
に
天
皇
制
国
家
論
を
組
立
て
る
際
に
使
っ
て
き
た
諸
概
念
」
の
簡
単
な

「
定
義
」
を
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
は
、
ま
ず
国
家
類
型
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
国
家
の
階
級
的
本

　
　
　
（
2
）

質
を
さ
す
」
と
さ
れ
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
家
族
・
私
有
財
産
お
よ
び
国
家
の

起
源
』
に
お
け
る
、
国
家
は
「
通
例
、
も
っ
と
も
勢
力
の
あ
る
経
済
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

支
配
す
る
階
級
の
国
家
で
あ
る
。
こ
の
階
級
は
、
国
家
を
用
具
と
し
て
政

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
（
3
）

治
的
に
も
支
配
す
る
階
級
と
な
り
…
…
」
　
（
傍
点
、
引
用
者
）
と
い
う
著

名
な
文
章
を
示
さ
れ
つ
つ
、
国
家
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
経
済
的
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

階
級
1
1
基
本
的
生
産
手
段
の
所
有
者
の
政
治
組
織
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
「
古
代
の
奴
隷
制
国
家
、
中
世
の
農
奴
制

国
家
、
近
代
の
資
本
主
義
国
家
」
を
、
「
国
家
類
型
論
レ
ベ
ル
の
国
家
範

（
5
）

疇
」
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
一
説
　
　
　
　
苑
1

（
1
）
　
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
近

　
代
2
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
2
）
　
同
上
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
3
）
　
マ
ル
ク
ス
H
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
2
1
、
一
七
〇
ペ
ー
ジ
、

（
4
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
三
七
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
5
）
　
同
上
、
三
七
－
八
ぺ
ー
ジ
。

　
氏
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
把
握
を
借
り
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
、

ヤ
　
　
ヤ

通
例
、
経
済
的
支
配
階
級
は
政
治
的
支
配
階
級
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
場
合
、
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

的
支
配
階
級
は
「
国
家
を
用
具
と
し
て
政
治
的
に
も
支
配
す
る
階
級
と
な

り
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
た
だ
ち
に
《
経
済
的
支
配
階
級

↓
国
家
》
と
す
る
の
で
は
な
く
、
　
《
経
済
的
支
配
階
級
抑
政
治
的
支
配
階

級
↓
国
家
》
と
い
う
論
理
を
へ
て
こ
そ
、
　
《
経
済
的
支
配
階
級
↓
国
家
》

と
い
う
把
握
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
瑣
末
な
拘
泥
と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
中
村
氏
の
国
家
把
握
の
論
理
か
ら
政
治
的

支
配
階
級
の
把
握
が
常
に
欠
落
す
る
一
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

と
く
に
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
中
村
氏
は
、
　
「
国
家
類
型
論
レ
ベ
ル
の
国
家
範
疇
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

古
代
奴
隷
制
国
家
・
中
世
農
奴
制
国
家
・
近
代
資
本
主
義
国
家
等
の
、
そ

の
か
ぎ
り
も
っ
と
も
抽
象
的
・
包
括
的
な
（
す
な
わ
ち
、
資
本
制
国
家
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
間
に
存
在
す
る
段
階
的
・
性
格
的
な
具
体
的
差

異
を
捨
象
し
て
一
般
的
抽
象
的
共
通
性
の
み
に
注
目
し
た
）
歴
史
範
疇
性

を
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
の
ち
に
問
題
と
す
る
国
家
形
態
に
関
説
し

て
、
　
「
こ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
だ
と
指
摘
し
た
だ
け
で
は
〔
国
家
類
型

を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
1
引
用
者
〕
、
お
前
は
人
間
だ
と
い
っ
た
に
す
ぎ

な
い
。
問
題
は
ど
ん
な
顔
を
も
ち
、
ど
ん
な
皮
膚
の
色
を
し
、
ど
ん
な
骨

組
み
を
も
つ
人
間
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
を
そ
こ

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や

ま
で
具
体
化
し
な
け
れ
ば
、
国
家
の
具
体
的
形
像
を
真
に
つ
か
む
こ
と
は

で
き
な
い
。
国
家
形
態
論
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
の
で

　
（
6
）

あ
る
」
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国

家
類
型
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
わ
た
く
し
も
異
論

は
な
い
。

　
し
か
し
、
中
村
氏
の
か
つ
て
の
国
家
類
型
把
握
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
氏
は
か
つ
て
、
日
本
の
開
国
～
西
南
戦
争
期
の
国
家
類
型

を
「
半
封
建
的
絶
対
主
義
国
家
類
型
」
と
、
ま
た
絶
対
主
義
的
天
皇
制
成

立
時
～
韓
国
併
合
時
の
国
家
類
型
を
「
資
本
制
国
家
“
帝
国
主
義
国
家
類

型
」
・
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
類
型
」
・
「
軍
事
的
半
封
建
的
資
本



主
義
国
家
類
型
」
・
「
特
殊
後
進
国
的
帝
国
主
義
国
家
類
型
」
等
々
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
さ
き
の
よ
う
な
抽
象
的
・
包

括
的
な
国
家
範
疇
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
し
て
、
そ
う
し
た
国
家
類
型
を
さ

ら
に
段
階
的
に
、
あ
る
い
は
特
殊
具
体
的
な
性
格
に
よ
っ
て
規
定
し
た
把

握
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
、
国
家
類
型
の
把
握
と
い
う
よ
り
、
国
家
の
ヨ

　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

リ
具
体
的
な
内
容
－
類
・
種
に
か
か
わ
る
規
定
で
あ
っ
て
、
類
型
論
と

し
て
で
な
く
、
国
家
内
容
論
と
し
て
示
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
わ
た
く
し
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

こ
う
指
摘
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
中
村
氏
は
、
こ
う
し
た
類
型
把
握
の
変
化
に
つ
い
て
は
何
の
注
釈
も
加

え
て
お
ら
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
ま
ず
類
型
を
、
抽
象
的
・
包
括
的
な
国

家
範
疇
の
レ
ベ
ル
で
お
さ
え
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
と
同
様
の
把
握
に
復

さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
　
「
国
家
の
具
体
的
形
像
を
真
に
つ
か
む
」

た
め
の
「
具
体
化
」
の
課
題
の
一
切
を
、
今
度
は
、
同
　
類
型
に
属
す
る

国
家
の
特
殊
具
体
的
な
型
を
問
題
と
す
る
国
家
内
容
論
の
媒
介
を
経
る
こ

　
　
（
1
0
）

と
な
く
、
国
家
形
態
論
に
投
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
6
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

　
（
7
）
　
原
秀
三
郎
・
峰
岸
純
夫
・
佐
々
木
潤
之
介
・
中
村
政
則
編
『
大

　
　
系
日
本
国
家
史
4
』
近
代
1
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、

　
　
四
四
・
四
七
－
五
C
各
ペ
ー
ジ
、
同
近
代
H
、
一
九
七
六
年
、
四
・

　
　
一
具
体
的
国
家
分
析
の
た
め
の
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
一

　
、
三
八
各
ペ
ー
ジ
。

（
8
）
　
ソ
連
邦
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
国
家
・
法
研
究
所
『
マ
ル
ク
ス
・
レ

　
ー
ニ
ン
主
義
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
上
、
藤
田
勇
監
訳
、
日
本
評

　
論
社
、
　
一
九
七
三
年
、
二
三
三
－
四
ペ
ー
ジ
。

（
9
）
　
星
埜
「
戦
後
日
本
国
家
の
従
属
性
に
つ
い
て
」
　
（
『
科
学
と
思

　
想
』
5
5
号
、
　
一
九
八
五
年
）
　
一
三
〇
ペ
ー
ジ
、
注
（
2
0
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

（
1
0
）
　
「
同
一
の
社
会
構
成
体
、
同
一
の
歴
史
的
タ
イ
プ
の
内
部
で
の

　
具
体
的
な
も
の
の
多
様
性
、
変
化
の
モ
メ
ン
ト
を
と
ら
え
る
の
に
国

　
家
の
本
質
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
形
態
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
は
不
十
分
な
点

　
が
あ
る
・
…
・
・
…
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
に
つ
い
て
の
一
般

　
的
・
抽
象
的
規
定
（
本
質
論
）
に
も
と
づ
い
て
、
歴
史
的
・
具
体
的
な

　
も
の
を
す
べ
て
そ
の
現
象
形
態
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

　
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
質
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
し
こ
ん

　
だ
の
で
は
本
質
規
定
の
例
外
を
は
て
し
な
く
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら

　
ず
、
形
態
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
し
こ
ん
だ
の
で
は
形
態
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
そ
の
も
の
を
は
て
し
な
く
多
様
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
問
題
、

　
し
か
も
『
タ
イ
プ
』
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
社
会
構
成
体
レ
ヴ
ニ
ル
の
理
論

　
的
一
般
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
お
さ
え
て
い
る
以
上
そ
こ
に
も
つ

　
て
ゆ
く
こ
と
も
な
ず
か
し
い
よ
う
な
問
題
、
そ
う
し
た
も
の
を
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



1
説
　
　
　
　
苑
一

貫
（
そ
の
媒
介
と
し
て
の
タ
イ
プ
）
、
形
態
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
連
関

を
考
慮
し
つ
つ
、
理
論
的
に
処
理
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
歴
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

タ
イ
プ
の
国
家
の
本
質
規
定
を
よ
り
具
体
化
し
つ
つ
こ
れ
を
形
態
論

　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
や

に
つ
な
ぐ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
国
家
の
内
容
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
　
（
藤
田
勇
「
国

家
論
の
基
礎
的
カ
テ
。
コ
リ
ー
に
つ
い
て
」
、
『
現
代
と
思
想
』
1
8
、
　
一

G
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

い
う
類
型
レ
ベ
ル
の
把
握
を
さ
ら
に
「
具
体
化
」
し
、
　
「
国
家
の
具
体
的

形
像
を
真
に
つ
か
む
こ
と
」
こ
そ
、
国
家
形
態
論
の
課
題
で
あ
る
と
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
　
平
野
義
太
郎
『
国
家
権
力
の
構
造
』
理
論
枇
、
　
一
九
五
四
年
、

　
　
四
一
ペ
ー
ジ
。

　
（
2
）
　
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
近

　
　
代
2
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

二
　
国
家
形
態
に
つ
い
て

　
国
家
形
態
に
つ
い
て
、
中
村
氏
は
ま
ず
、
平
野
義
太
郎
氏
の
『
国
家
権

力
の
構
造
』
を
引
用
さ
れ
つ
つ
、
こ
れ
を
「
一
階
級
が
他
階
級
を
抑
圧
す

る
仕
方
・
仕
組
み
・
機
構
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
抑
圧
の
独
自
な
固
有

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
形
態
の
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
こ
の
「
抑
圧
の
固
有
の
独
自
的
形
態

は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
」
が
、
そ
れ
は
「
階
級
的
諸
関
係
、
階
級
闘
争

の
変
化
に
よ
っ
て
引
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
」
、
資
本
主
義
国
家
と

い
え
ど
も
「
資
本
主
義
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
一
義
的
に
き
ま
る
の
で
は

　
（
2
）

な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
　
「
資
本

主
義
の
発
展
段
階
」
↓
「
比
喩
的
に
い
え
ば
…
…
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
」
と

　
氏
の
国
家
形
態
概
念
の
内
包
す
る
範
囲
は
、
右
で
指
摘
さ
れ
た
階
級
的

諸
関
係
、
階
級
闘
争
の
変
化
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
の
ち
に
見
る

よ
う
に
さ
ら
に
広
汎
な
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
国
家
分
析
の
課
題
の
一

切
が
こ
こ
に
集
中
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
当
否
は
後
述
の
検
討
に
ゆ
だ

ね
る
が
、
右
の
、
階
級
的
諸
関
係
・
階
級
闘
争
の
変
化
↓
国
家
形
態
の
変

（
3
）

化
と
い
う
把
握
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
そ
も
そ
も
、
階
級
的
諸
関
係
・
階
級
闘
争
の
変
化
は
、
た
だ
ち
に
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

（
中
村
氏
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
交
配
階
級
の
政
治
組
織
）
の
場
で
直
接
に

た
ち
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
経
済
構
造
に
お
い

て
で
あ
り
、
ま
た
政
治
的
上
部
構
造
に
お
い
て
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
両
基
本
的
階
級
の
角
逐
の
舞
台
が
、
支
配
階
級
の
政
治
組
織
と
し



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
の
国
家
で
は
な
く
、
ま
ず
経
済
構
造
、
政
治
的
上
部
構
造
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
階
級
的
諸
関
係
・
階
級
闘
争
の
変
化
を
反
映

す
る
の
は
、
た
だ
ち
に
国
家
形
態
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
抽
象
的

な
類
型
レ
ベ
ル
の
把
握
か
ら
さ
ら
に
一
段
具
体
化
さ
れ
た
国
家
概
念
の
レ

ベ
ル
と
し
て
の
国
家
内
容
（
中
村
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
単
な
る
ブ
ル
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ヨ
ァ
国
家
と
し
て
の
発
展
段
階
把
握
で
な
く
、
経
済
的
支
配
階
級
↓
政
治

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

的
支
配
階
級
の
発
展
段
階
一
産
業
プ
ル
↓
金
融
独
占
ブ
ル
等
・
」
国

内
の
階
級
関
係
・
対
外
的
関
係
か
ら
す
る
政
治
的
支
配
階
級
の
性
格
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

等
を
表
現
す
る
特
殊
具
体
的
規
定
）
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
見
出
し
て
お

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
岨
．
」
あ
ろ
う
。
政
治
的
上
部
構
造
・
政
治
的
支
配
階

級
把
握
の
欠
落
↓
そ
の
政
治
的
支
配
階
級
の
段
階
的
・
性
格
的
規
定
の
欠

落
と
い
う
点
が
、
国
家
類
型
概
念
の
純
化
（
旧
説
に
お
け
る
類
型
匪
特
殊

類
型
n
国
家
内
容
と
い
う
事
実
上
の
把
握
か
ら
、
新
説
に
お
け
る
抽
象
的

国
家
範
躊
と
し
て
の
類
型
把
握
へ
の
復
帰
）
と
む
す
び
つ
い
て
、
こ
の
た

め
に
、
す
べ
て
の
具
体
的
国
家
分
析
が
国
家
形
態
レ
ベ
ル
で
行
な
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
（
3
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
三
八
ベ
ー
ジ
。

　
（
4
）
　
星
埜
『
国
家
移
行
論
の
展
開
』
未
来
社
、
一
九
八
○
年
、
二
〇
・

　
　
！
具
体
的
国
家
分
析
の
た
め
の
国
家
の
基
一
礎
的
諸
概
念
に
つ
Q
て
一

　
三
三
1
四
・
四
一
・
一
一
九
i
一
二
〇
各
ベ
ー
ジ
。

（
5
）
　
星
埜
「
戦
後
日
本
国
家
の
従
属
性
に
つ
い
て
」
　
（
『
科
学
と
思

　
想
』
5
5
号
、
　
一
九
八
五
年
、
　
二
一
九
ー
コ
一
二
ペ
ー
ジ
）
。

　
中
村
氏
の
新
た
な
国
家
形
態
概
念
は
、
す
で
に
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う

に
、
階
級
的
諸
関
係
、
階
級
闘
争
の
変
化
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
氏
は
、
か
つ
て
の
「
国
家
意
思
決
定
・
強
制
の
ア
パ
ラ
ー

ト
と
し
て
の
国
家
機
構
・
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
…
…
ま
た
そ
の
決
定
・
強

　
　
　
（
6
）

制
の
原
理
」
と
し
て
の
定
義
を
、
「
狭
義
の
国
家
」
視
点
に
「
傾
斜
し
て

い
た
」
、
な
い
し
は
「
国
家
機
構
論
に
偏
し
が
ち
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
脱
却
し
、
「
『
狭
義
の
国
家
』
と
『
広
義
の
国
家
』
の
両
方
に
か

か
わ
る
概
念
装
置
と
し
て
、
国
家
形
態
の
分
析
範
囲
を
広
げ
る
必
要
が
あ

（
マ
）

る
」
と
さ
れ
て
、
か
つ
て
の
「
定
義
に
加
え
て
、
国
家
が
社
会
を
ど
の
よ

う
に
編
成
し
て
い
る
か
、
ま
た
対
外
関
係
を
ど
の
よ
う
に
律
し
て
い
る
か

と
い
う
国
家
と
社
会
、
国
家
と
対
外
関
係
の
処
理
機
構
を
ふ
く
む
も
の
と

理
解
し
…
…
国
家
に
よ
る
都
市
・
地
方
支
配
の
あ
り
方
や
条
約
な
ど
の
軍

事
・
外
交
関
係
・
植
民
地
支
配
を
も
ふ
く
む
概
念
と
し
て
国
家
形
態
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昌
）

念
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
国
家
形
態
を
決
定
す
る
「
四
要
素
」
と
し
て
、
　
「
第
一
は
階
級
闘
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
1
説
　
　
　
　
苑
一

〔
第
一
義
的
か
つ
相
互
規
定
的
〕
、
第
二
は
社
会
関
係
〔
特
殊
性
規
定
、

相
互
規
定
的
。
社
会
的
基
礎
諭
・
地
方
支
配
と
連
繋
〕
、
第
三
は
文
化
水

準
と
伝
統
〔
政
治
諸
勢
力
の
国
家
構
想
・
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
を

規
定
〕
、
第
四
は
国
際
的
契
機
〔
先
進
国
の
影
響
・
対
外
的
危
機
・
戦
争
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

植
民
地
領
有
・
世
界
シ
ス
テ
ム
で
の
位
置
等
〕
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
（
6
）
　
原
秀
三
郎
・
峰
岸
純
夫
・
佐
々
木
潤
之
介
・
中
村
政
則
『
大
系

　
　
日
本
国
家
史
5
』
近
代
n
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
八

　
　
三
ぺ
ー
ジ
。

　
（
7
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
四
一
ペ
ー
シ
。

　
（
8
）
　
同
上
、
四
一
－
二
ぺ
ー
ジ
。

　
（
9
）
　
同
上
、
四
二
1
…
四
ペ
ー
ジ
。

　
「
分
析
範
囲
」
の
論
理
次
元
を
超
え
た
無
限
定
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
、

「
広
義
の
国
家
」
を
直
接
国
家
形
態
論
の
領
域
と
す
る
こ
と
に
は
疑
念
が

あ
る
に
せ
よ
、
「
国
家
に
よ
る
都
市
・
地
方
支
配
の
あ
り
方
」
、
「
条
約
な

ど
の
軍
事
・
外
交
関
係
」
、
「
植
民
地
支
配
」
等
が
、
国
家
形
態
と
い
う
分

析
レ
ベ
ル
で
も
対
象
と
な
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
氏
が
引
用
さ

れ
る
『
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

も
、
国
家
形
態
論
の
な
か
で
、
国
家
間
の
「
経
済
的
、
政
治
的
、
文
化
的

関
連
」
、
「
国
家
的
統
一
の
組
織
形
態
、
す
な
わ
ち
国
家
の
外
的
形
態
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

す
国
家
構
造
、
国
家
の
地
域
的
編
成
」
等
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
前
節
で
の
指
摘
と
の
関
連
で
い
う
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
、

政
治
的
支
配
階
級
の
具
体
的
あ
り
か
た
に
関
わ
る
問
題
が
、
す
べ
て
国
家

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

形
態
の
レ
ベ
ル
で
の
み
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

氏
の
「
国
家
史
と
人
民
闘
争
史
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
す
る
主
張
を
利
用
し
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
民
闘
争
の
国
家

変
革
の
課
題
が
、
国
家
形
態
を
め
ぐ
っ
て
一
挙
的
に
提
示
さ
れ
る
と
は
限

ら
ず
、
国
家
類
型
（
階
級
的
本
質
の
変
革
）
↑
国
家
内
容
（
政
治
的
支
配

階
級
の
段
階
・
性
格
の
変
革
）
↑
国
家
形
態
（
政
治
的
支
配
階
級
の
国
家

を
通
ず
る
実
体
的
政
治
支
配
の
変
革
）
↑
政
治
的
上
部
構
造
（
政
治
的
支

配
階
級
と
の
対
抗
）
・
…
－
と
、
相
互
に
関
連
し
つ
つ
も
時
に
段
階
的
に
、

論
理
的
に
も
実
体
的
に
も
相
対
的
に
分
離
し
て
あ
ら
わ
れ
う
る
こ
と
に
注

意
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毘
）

　
さ
ら
に
、
氏
の
「
国
家
形
態
を
き
め
る
四
要
素
」
と
い
う
い
い
か
た
も

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
右
で
わ
た
く
し
の
指
摘
し
た
国
家
類
型
・
国

家
内
容
・
国
家
形
態
・
政
治
的
上
部
構
造
…
…
と
い
っ
た
各
概
念
の
レ
ベ

ル
に
照
し
て
も
、
「
き
め
る
」
と
か
「
条
件
づ
け
る
」
の
は
、
宙
空
に
浮



い
た
不
分
明
な
次
元
で
「
き
め
」
た
り
「
条
件
」
づ
け
た
り
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
や
は
り
そ
れ
ら
の
論
理
次
元
は
明
確
に
し
う
る
は
ず

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
階
級
闘
争
」
・
「
階
級
諸
勢
力
の
相
互
関
係
」
・

「
諸
階
級
の
闘
争
」
と
い
っ
た
「
要
素
」
は
、
ま
ず
経
済
構
造
・
政
治
的
上

部
構
造
（
イ
デ
ォ
・
ギ
ー
を
ふ
く
む
）
の
場
で
あ
ら
わ
れ
、
国
家
形
態
に

の
み
直
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
内
容
を
も
規
定
し
て
い
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

う
し
、
　
「
社
会
的
基
礎
論
と
連
繋
」
す
る
「
社
会
関
係
」
も
、
も
と
も
と

ひ
ろ
く
経
済
構
造
を
も
視
野
に
入
れ
た
社
会
総
体
、
国
家
内
容
（
政
治
的

支
配
階
級
の
具
体
的
な
段
階
・
性
格
規
定
）
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
一
定
の
媒
介
を
へ
て
国
家
形
態
を
規
定
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
「
要

素
」
と
し
て
国
家
形
態
に
直
結
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
同
様
に
、

「
文
化
水
準
・
伝
統
」
（
「
政
治
的
諸
勢
力
が
ど
の
よ
う
な
国
家
を
構
想
す

る
か
、
ど
の
よ
う
な
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
い
し
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

形
成
す
る
か
、
こ
れ
は
そ
の
国
の
文
化
水
準
や
伝
統
に
規
定
さ
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

り
、
そ
れ
が
国
家
の
具
体
的
形
態
に
作
用
す
る
」
）
も
、
国
家
形
態
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
）

も
の
（
政
治
レ
ジ
ー
ム
）
な
い
し
政
治
的
上
部
構
造
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

ふ
く
む
）
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
国
際
的
契
機
」

（
「
先
進
国
モ
デ
ル
の
継
受
」
の
ほ
か
「
対
外
的
危
機
や
戦
争
、
植
民
地
領

　
　
、
1
6
）

有
な
ど
」
）
は
、
こ
れ
ま
た
国
家
内
容
の
問
題
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
の
政

　
　
t
具
体
的
国
家
分
析
の
た
め
の
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
！

治
的
支
配
階
級
の
段
階
・
性
格
規
定
を
媒
介
と
し
て
国
家
形
態
に
か
か
わ

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
中
村
氏
は
、
国
家
形
態
に
作
用
し
、
規
定
す
る
も
の
を
す
べ
て
羅
列
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
、
い
か
な

る
次
元
、
い
か
な
る
場
で
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
規
定
し
作
用
し
て

い
る
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
村
氏
の
い
わ
れ
る
「
社
会
関
係
が
文
化
水
準
や
伝
統
の
あ
り
方
を
き

め
、
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
て
階
級
闘
争
の
質
も
き
ま
る
。
だ
が
、
逆
に
、
階

級
闘
争
の
発
展
が
社
会
関
係
を
変
え
、
文
化
水
準
・
伝
統
を
変
容
さ
せ
る

・
…
第
一
と
第
二
・
第
三
と
は
相
互
規
定
の
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
「
論

　
　
　
〔
r
）

理
的
関
連
」
は
、
経
済
構
造
を
ふ
く
む
社
会
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
上
部
構

造
、
政
治
的
上
部
構
造
の
「
論
理
的
関
連
」
の
い
い
か
え
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
（
1
0
）
　
ソ
連
邦
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
国
家
・
法
研
究
所
『
マ
ル
ク
ス
・
レ

　
　
ー
ニ
ン
主
義
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
上
、
藤
田
勇
監
訳
、
日
本
評

　
　
論
社
、
　
一
九
七
三
年
、
二
三
五
二
一
三
八
各
ペ
ー
ジ
。

　
（
1
1
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
四
一
ペ
ー
ジ
。

　
（
1
2
）
　
同
上
、
四
二
ペ
ー
ジ
。

　
（
1
3
）
　
同
上
、
四
二
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
1
説
　
　
　
　
苑
1

（
1
4
）
　
同
上
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
1
5
）
　
前
掲
『
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
上
、
二
一
一
、
一
六
一
八
ぺ

（
1
6
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
1
7
）
　
同
上
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

三
　
国
家
権
力
・
国
家
機
構
に
つ
い
て

ジ
。

　
中
村
氏
は
、
本
稿
冒
頭
で
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
す
で
に
一
九
七
七

年
、
「
近
代
天
皇
制
国
家
論
」
の
国
家
権
力
規
定
を
修
正
し
、
そ
れ
を
国

家
類
型
の
側
に
ひ
き
つ
け
、
国
家
形
態
と
相
対
的
に
切
断
す
る
方
向
を
示

唆
さ
れ
て
い
た
。
近
作
「
天
皇
制
国
家
と
地
方
支
配
」
に
お
い
て
氏
は
、

国
家
権
力
を
「
支
配
階
級
が
被
支
配
階
級
を
支
配
す
る
主
権
的
な
公
的
権

力
」
と
さ
れ
、
そ
の
「
階
級
的
本
質
は
い
か
な
る
階
級
の
利
害
を
も
っ
と

も
よ
く
代
弁
し
て
い
る
か
で
き
ま
る
。
し
た
が
っ
て
権
力
規
定
は
、
国
家

類
型
つ
ま
り
国
家
の
階
級
的
本
質
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
…
…
〔
短
期
間
の

過
渡
期
は
別
と
し
て
〕
国
家
の
階
級
的
本
質
と
権
力
規
定
と
の
あ
い
だ
に

は
ズ
レ
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
国
家
類
型
の
下
位
概
念
は
、
国
家
形
態
で

　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
な
く
、
国
家
権
力
で
あ
る
」
、
こ
の
よ
う
に
修
正
を
明
白
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
C

（
1
）
　
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
近

　
代
2
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

　
右
に
お
い
て
中
村
氏
は
、
国
家
権
力
を
類
型
に
直
結
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
類
型
↓
権
力
と
、
国
家
形
態
と
が
相
対
的
に
分
離
し
う
る
前
提

を
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
政
治
的
支
配

階
級
を
媒
介
と
せ
ず
、
国
家
内
容
論
を
媒
介
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
必

然
的
に
、
経
済
的
支
配
階
級
↓
類
型
↓
権
力
と
い
う
論
理
が
導
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
あ
ら
た
め
て
原
点
に
た
ち
も
ど
り
、
政
治
的
支
配
階
級
の
本
質
が
国
家

類
型
を
規
定
し
、
ま
た
そ
の
具
体
的
態
様
が
国
家
内
容
を
規
定
し
て
い
る

と
見
れ
ば
、
政
治
的
支
配
階
級
の
掌
握
す
る
国
家
権
力
が
、
類
型
↓
内
容

と
齟
齬
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
か
か

る
国
家
権
力
を
体
現
す
る
国
家
形
態
も
ま
た
、
そ
れ
ら
と
齟
齬
す
る
も
の

で
は
あ
り
え
な
い
。
中
村
氏
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
類
型
、
絶
対
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

的
国
家
形
態
を
絶
対
不
動
の
前
提
と
お
い
た
う
え
で
、
い
か
に
絶
対
主
義

的
国
家
形
態
と
い
え
ど
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
類
型
の
も
と
に
あ
る
か

ぎ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
権
力
と
し
て
機
能
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を

論
理
化
し
よ
う
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。



（
2
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
四
五
ペ
ー
ジ
以
下
で
、
氏
は
山
崎

　
氏
の
分
離
論
を
批
判
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
氏
の
根
拠
た
る
ソ

　
連
邦
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
国
家
・
法
研
究
所
の
『
国
家
・
法
の
一
般
理

　
論
』
上
（
二
三
四
べ
t
ジ
）
の
立
論
も
、
政
治
的
支
配
階
級
の
媒
介

　
ぬ
き
で
あ
る
点
、
し
か
し
そ
．
れ
が
国
家
内
容
論
を
媒
介
と
し
た
も
の

　
で
あ
る
点
、
氏
が
類
型
と
形
態
の
間
に
媒
介
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
環

　
（
既
述
の
「
四
要
素
」
）
が
論
理
次
元
と
し
て
な
お
混
乱
し
て
い

　
る
点
、
山
崎
氏
の
「
国
家
類
型
理
解
が
抽
象
的
に
す
ぎ
る
」
　
（
四
六

　
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
つ
つ
、
氏
の
い
い
か
た
自
体
（
既
述
、
三
八
ぺ
一

　
ジ
）
も
そ
う
～
、
・
あ
る
点
、
国
家
類
型
そ
の
も
の
を
特
殊
具
体
的
に
す

　
れ
ば
国
家
内
容
論
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
く
か
．
る
こ
と
を
不
問
に
し

　
「
独
自
的
国
家
形
態
」
　
（
四
七
ペ
ー
ジ
）
に
直
ち
に
言
及
す
る
点
、

　
等
々
、
結
局
な
お
山
崎
氏
批
判
た
り
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
右
の
よ
う
な
、
国
家
類
型
↓
国
家
権
力
と
す
る
把
握
は
、
国
家
類
型
を

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
と
し
、
国
家
機
構
を
絶
対
主
義
的
な
も
の
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
ぎ
り
、
か
つ
て
の
国
家
権
力
目
国
家
機
構
と
す
る
把
握
と
「
齟
齬
を
生

　
　
　
　
　
　
（
4
）

ぜ
ざ
る
を
え
な
い
」
。
か
く
し
て
、
「
近
代
天
皇
制
国
家
」
に
お
け
る
「
国

家
権
力
H
国
家
機
構
」
と
す
る
規
定
は
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で

　
　
…
具
体
的
国
家
分
析
の
た
め
の
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
…

あ
る
。
中
村
氏
は
こ
う
し
て
、
　
「
国
家
機
構
の
本
質
は
、
権
力
の
階
級
的

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

本
質
に
よ
っ
て
一
義
的
に
き
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
権
の
所
在
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

統
治
理
念
・
運
用
原
理
に
よ
っ
て
き
ま
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
原
秀
三
郎
・
峰
岸
純
夫
・
佐
々
木
潤
之
介
・
中
村
政
則
『
大
系

　
　
日
本
国
家
史
4
』
近
代
1
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
五

　
　
一
二
－
一
四
ペ
ー
ジ
。

　
（
4
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
三
九
ペ
ー
ジ
。

　
（
5
）
　
同
上
、
三
九
ペ
ー
ジ
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
氏
の
把
握
か
ら
し
て
、
類
型
（
経
済
的
支
配
階

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

級
の
本
質
）
↓
権
力
（
経
済
的
支
配
階
級
の
主
権
的
公
的
権
力
）
で
あ
り
、

そ
の
う
え
で
権
力
朴
機
構
（
権
力
の
階
級
的
本
質
に
よ
っ
て
一
義
的
に

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

｝
，
ま
ら
ず
、
主
権
の
所
在
・
統
治
理
念
・
運
用
原
理
に
よ
っ
て
き
ま
る
）

と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奇
妙
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
主
権
的
公
的

権
力
」
は
氏
に
よ
れ
ば
経
済
的
支
配
階
級
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
、

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

こ
れ
と
異
な
る
主
権
の
所
在
と
は
何
か
。
氏
は
こ
こ
で
は
主
権
の
所
在
を

「
帝
国
憲
法
」
や
「
官
吏
服
務
規
律
」
を
も
ち
だ
し
て
法
形
式
上
の
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
は
国
家
論
次
元
の
究
極
的
な
権

力
・
主
権
の
掌
握
者
、
他
方
は
法
形
式
上
の
直
接
的
主
権
者
。
そ
れ
は
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
C
一



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
－

後
憲
法
に
お
け
る
「
．
．
国
民
主
権
」
　
（
そ
の
背
後
に
あ
る
支
配
階
級
の
「
主

権
的
権
力
」
は
明
白
で
あ
る
）
を
も
ち
だ
す
無
意
味
さ
と
同
じ
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
さ
ら
に
、
氏
の
い
わ
れ
る
「
統
治
理
念
・
運
用
原
理
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

国
家
形
態
に
属
す
る
政
治
レ
ジ
ー
ム
で
あ
り
、
こ
の
国
家
形
態
↓
政
治
レ

ジ
ー
ム
に
よ
っ
て
国
家
機
構
が
編
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
氏
は
こ
れ
ま
で
類
型
↓
権
力
斗
形
態
（
機
構
・
イ
デ
ォ
・
ギ
ー
に
加
え

て
、
階
級
闘
争
・
社
会
関
係
・
文
化
水
準
と
伝
統
・
国
際
的
契
機
に
よ
る

決
定
）
と
い
う
論
理
を
提
示
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
支
配

階
級
か
み
ず
か
ら
の
も
の
と
し
て
機
構
を
掌
握
し
な
い
で
権
力
を
掌
握
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
国
家
機
構
を
動
か
す
運
用
原
理
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や

の
「
官
吏
服
務
規
律
」
と
「
国
家
公
務
員
法
」
が
、
　
「
戦
前
と
戦
後
と
で

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
同
じ
資
本
主
義
国
家
で
あ
り
な
が
ら
…
…
違
っ
て
い
」
る
…
…
「
こ
の

一
点
か
ら
み
て
も
、
国
家
機
構
の
本
質
を
権
力
の
階
級
的
本
質
か
ら
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ま
ま
直
線
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
い
い
か

た
は
、
類
型
（
内
容
）
把
握
・
形
態
把
握
を
異
に
す
る
他
の
論
者
に
対
し

て
は
全
く
説
得
力
を
欠
く
断
定
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　
（
6
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
三
九
ペ
ー
ジ
。

　
（
7
）
　
ソ
連
邦
科
学
ア
刀
デ
ミ
ー
国
家
・
法
研
究
所
『
マ
ル
ク
ス
・
レ

　
　
一
一
．
　
ン
主
義
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
上
、
藤
田
勇
監
訳
、
日
本
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

　
論
社
、
　
一
九
七
一
一
、
一
年
、
二
三
六
－
八
ぺ
ー
ジ
。

（
8
）
　
前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（
9
）
　
同
上
、
四
〇
へ
ー
ジ
。

四
　
国
家
概
念
の
構
成

　
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
中
村
氏
の
国
家
諸
概
念
の
連
関
を
と
り
あ
え

ず
図
示
し
て
お
こ
う
（
第
1
図
）
。
さ
ら
に
、
一
氏
の
把
握
に
疑
念
を
表
明

し
た
わ
た
く
し
の
見
解
も
、
可
能
な
か
ぎ
り
氏
の
用
語
を
用
い
つ
つ
図
示

し
て
み
よ
う
（
第
2
図
）
。

　
こ
の
図
示
を
通
じ
て
、
氏
の
類
型
と
形
態
、
な
い
し
は
権
力
と
形
態
と

の
関
連
が
未
だ
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
氏
が
山
崎
氏
批
判
の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
『
国
家
・
法
の

　
般
理
論
』
の
一
節
・
一
「
あ
れ
こ
れ
の
（
国
家
）
形
態
の
本
質
的
特
徴

を
、
　
定
の
歴
史
的
発
展
段
階
で
形
成
さ
れ
た
生
産
関
係
の
性
格
を
捨
象

し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
経
済
体
制

は
、
全
上
部
構
造
を
全
体
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

形
態
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
と
お
し
て
屈
折
し
つ
つ
、
究
極
的
に
の

み
こ
れ
を
特
徴
づ
け
る
。
生
産
関
係
の
分
析
は
、
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
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階
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闘
争
・
階
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の
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形
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政
治
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支
配
階
級
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の
関
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政
党
・
団
体
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政
治
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支
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階
級
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史
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な
諸
原
則
を
明
ら
か
に
は
す
る
が
、
国
家
権
力
の
あ
る
一
定
の
組
織
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
」
t
を
み
よ
う
。
　
こ
の
見
解

も
・
国
家
類
型
を
経
済
構
造
な
い
し
経
済
的
支
配
階
級
と
直
結
し
、
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

的
支
配
階
級
の
把
握
を
欠
落
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
村
氏
は
こ
れ
を
根

拠
に
・
経
済
構
造
↓
国
家
類
型
に
対
し
て
、
経
済
構
造
↓
国
家
形
態
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

い
て
は
「
究
極
的
に
の
み
こ
れ
を
特
徴
づ
け
る
」
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い

か
、
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
そ
の
内
容
を
と
お
し
て
」
の
含

意
は
・
原
文
に
て
ら
し
て
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
氏
は
、

国
家
類
型
↓
国
家
権
力
と
い
う
把
握
に
対
し
て
、
右
の
引
用
の
末
尾
に
お

け
る
「
匿
寮
櫓
か
伽
齢
嶺
「
憲
伽
紬
織
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ロ

ま
た
、
山
崎
氏
の
「
類
型
と
形
態
の
切
断
論
」
に
対
し
て
、
氏
は
「
ブ
ル

ジ
ョ
ア
国
家
一
般
…
…
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
結

局
特
殊
類
型
（
U
内
容
）
と
形
態
の
限
定
づ
き
の
連
関
を
指
摘
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
こ

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
一
で
と
り
あ
げ
た
氏
の
把
握
と
整
合
し
て
い
な

　
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
わ
た
く
し
の
見
解
の
図
示
は
、
こ
れ
ま
で
発
表
し
た
考
え
方
を
便
宜
的

に
ま
と
め
て
み
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
叙

述
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
経
済
構
造
と
政
治
的
上
部
構
造
、
政
治
的
上

　
　
　
－
具
体
的
国
家
分
析
の
忙
め
の
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
一

部
構
造
と
国
家
類
型
と
が
、
移
行
期
に
お
い
て
ズ
レ
う
る
こ
と
を
指
摘
し

た
う
え
で
・
こ
の
、
も
っ
と
も
抽
象
的
一
般
的
な
、
他
の
同
一
類
型
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

家
と
の
歴
史
範
疇
的
な
共
通
性
を
示
す
国
家
類
型
の
枠
内
で
、
国
家
内
容

↓
国
家
権
力
↓
国
家
形
態
が
、
と
り
わ
け
、
具
体
的
な
政
治
的
上
部
構
造

（
国
際
的
契
機
を
ふ
く
む
）
の
あ
り
か
た
に
応
じ
て
変
動
し
う
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ソ
連
邦
科
学
ア
ヵ
デ
；
、
1
国
家
．
法
研
究
所
『
マ
ル
ク
ス
．
レ

　
　
ー
ニ
ン
主
義
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
上
、
藤
田
勇
監
訳
、
日
本
評

　
　
講
社
、
一
九
七
三
年
、
二
三
四
ペ
ー
ジ
。

（
2
）
同
上
三
〇
ヤ
八
二
≡
ハ
ニ
三
七
各
ぺ
－
ジ
、
星
埜

　
　
　
『
国
家
移
行
論
の
展
開
』
未
来
社
、
一
九
八
○
年
、
一
一
七
1
八
ぺ

　
　
ー
ジ
。
同
「
戦
後
日
本
国
家
の
従
属
性
に
つ
い
で
、
」
　
（
『
科
学
と
思

　
　
想
』
5
5
号
・
一
九
八
五
年
、
一
二
八
ぺ
ー
ジ
）
。
な
お
、
同
「
日
本

　
　
資
本
主
義
社
会
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
　
（
『
商
学
論
集
』
五
二
巻

　
　
　
一
号
、
一
九
八
三
年
、
一
二
ペ
ー
ジ
等
）
。

　
（
3
）
医
学
研
究
会
自
責
研
究
会
編
『
謹
日
本
歴
史
8
』
近

　
　
代
2
、
東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
八
五
年
、
四
六
ベ
ー
ジ
。

　
　
（
4
）
　
同
上
、
四
七
ペ
ー
ジ
。

　
　
（
5
）
　
同
上
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



　
i
説
　
　
　
　
苑
一

（
6
）
　
前
掲
『
国
家
移
行
論
の
展
開
㌣
「
日
本
資
本
主
義
社
会
の
成
立

　
過
程
に
つ
い
て
」
・
「
戦
後
日
本
国
家
の
従
属
性
に
つ
い
て
」
等
。

　
結
局
、
中
村
氏
の
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
類
型
と
形
態
を
媒
介
ナ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
ロ

環
」
．
「
国
家
形
態
を
き
め
る
四
つ
の
要
素
」
が
、
そ
の
よ
う
な
意
義
を

も
た
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
国
家
分
析
・
国
家
概
念
に
お
い
て
ど
う
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ

る
。
氏
は
、
今
回
の
国
家
概
念
の
再
構
成
に
も
と
づ
き
、
　
「
明
治
憲
法
体

　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

制
の
特
質
」
把
握
と
「
天
皇
制
国
家
の
地
方
支
配
」
把
握
に
「
四
要
素
」

の
観
点
を
導
入
し
て
こ
れ
を
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
一
7
三

で
指
摘
し
た
問
題
点
は
そ
の
ま
ま
引
継
が
れ
、
地
方
支
配
の
問
題
に
し
て

も
、
国
家
内
容
↓
国
家
形
態
（
↓
編
成
形
態
）
の
、
政
治
的
上
部
構
造
幹

国
際
的
契
機
と
の
関
連
で
釈
く
方
が
整
合
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ル
ロ

　
ま
た
、
氏
の
「
経
済
的
支
配
階
級
」
の
分
析
も
、
　
「
官
僚
と
財
閥
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
を
つ
な
ぐ
回
路
」
↓
「
政
府
の
諮
問
機
関
」
・
「
意
思
疎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
け
ロ

通
ル
ー
ト
」
．
「
半
ば
『
私
的
』
な
ル
ー
ト
」
、
「
大
日
本
紡
績
連
合
会
」
・

「
横
浜
蚕
糸
貿
易
商
組
華
「
聖
覆
の
政
治
的
灘
」
等
高
題
と

さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
政
治
的
上
部
構
造
な
い
し
国
家
内
容
に

お
け
る
政
治
的
諸
支
配
階
級
の
検
討
と
な
っ
て
お
り
、
類
型
目
経
済
的
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

配
階
級
の
検
討
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
氏
の
と

ら
え
る
国
際
的
契
機
、
「
『
半
周
縁
』
的
存
在
」
↓
「
『
半
中
枢
』
的
存
在

　
　
　
　
　
ハ
ル
ロ

ヘ
」
の
「
転
化
」
も
、
「
国
家
形
態
を
き
め
る
四
要
素
」
と
い
っ
た
漠
然

と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
国
の
特
殊
具
体
的
な
型
を
示
す
国
家
内
容
の

問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
国
家
形
態
を
規
憲
す
る
の
で
あ
る
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、
四
七
ペ
ー
ジ
。

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

四
八
ペ
ー
ジ
以
下
。

五
四
ペ
ー
ジ
以
下
。

六
六
ペ
ー
ジ
以
下
。

六
八
ペ
ー
ジ
。

六
八
一
九
ペ
ー
ジ
。

七
〇
ペ
ー
ジ
。

八
一
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ロ

　
も
と
も
と
中
村
氏
は
、
「
国
家
論
上
の
基
礎
概
念
」
を
提
示
す
る
に
当

っ
て
、
　
．
国
家
類
型
．
国
家
形
態
・
国
家
権
力
・
国
家
機
構
・
国
家
機
関

等
」
に
こ
れ
を
限
り
、
　
「
そ
の
ほ
か
統
治
形
態
、
政
治
レ
ジ
ュ
ー
ム
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
概
念
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
…
…
こ
の
よ
う
な
用
語
は
い

ま
の
と
こ
ろ
使
用
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
概
念
は
で
き
る
か
ぎ
り
少
な



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
ロ

く
、
簡
潔
で
あ
る
方
が
理
論
的
に
す
っ
き
り
す
る
か
ら
で
あ
る
し
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
果
し
て
「
理
論
的
に
す
っ
き
り
」
し
た
で
あ
ろ
う

か
。
政
治
的
上
部
構
造
・
政
治
的
支
配
階
級
と
い
っ
た
至
極
一
般
的
な
次

元
の
問
題
が
登
場
せ
ず
、
国
家
の
特
殊
具
体
的
な
段
階
．
性
格
規
定
を
欠

落
し
て
、
一
挙
に
抽
象
的
類
型
か
ら
形
態
分
析
に
移
る
結
果
、
あ
ら
ゆ
る

レ
ベ
ル
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
国
家
形
態
レ
ベ
ル
の
問
題
に
投
入
さ
れ
て
、

か
え
っ
て
「
理
論
的
」
に
は
錯
雑
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
氏
は
こ
う
も
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
自
分
に
向
け
ら
れ
た
「
国
家
類
型
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
レ
ロ

国
家
形
態
の
ズ
レ
論
批
判
」
は
、
　
「
論
理
の
整
合
性
の
み
を
強
調
し
た
ま

っ
た
く
の
形
式
論
理
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
議
論
を
い
く
ら
積
み
重
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
ロ

み
て
も
国
家
形
態
論
の
内
容
の
豊
官
田
化
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
と
。

な
に
ゆ
え
「
国
家
珍
修
論
の
内
容
の
豊
富
化
」
の
み
に
こ
だ
わ
ら
れ
る
の

か
不
思
議
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
一
種
の
開
き
直
り
と
も
い
う
べ
き
発
一
言

は
・
日
本
資
本
主
義
発
達
史
研
究
の
他
の
分
野
で
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
で

は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
所
詮
、
自
己
の
感
覚
的
把
握
を
最
優
先
に
お

い
て
・
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
客
観
的
・
理
論
的
に
追
究
し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る

姿
勢
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
．
論
理
の
整

合
性
」
を
無
視
し
、
現
実
の
感
覚
的
把
握
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
、
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

形
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
必
須
の
概
念
を
用
い
つ
つ
、
国
家
論
の
内
容

　
　
一
具
体
的
国
家
分
析
の
た
め
の
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
一

の
豊
富
化
に
つ
と
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
中
村
氏
は
、
氏
に
対
す
る
「
ズ
レ
論
批
判
」
の
立
場
が
、
「
国

家
類
型
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
国
家
形
態
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
レ

的
本
質
を
う
け
と
る
式
の
機
械
的
・
形
式
的
理
解
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に

云
わ
れ
て
い
る
が
、
本
節
は
じ
め
の
氏
の
山
崎
氏
批
判
に
か
か
わ
っ
て
指

摘
し
た
よ
う
に
、
氏
の
類
型
把
握
自
体
に
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
一
般
」

（一

ﾟ
）
と
「
特
殊
類
型
」
　
（
四
節
）
と
の
す
り
か
え
が
行
な
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
・
「
ズ
レ
論
批
判
」
者
自
体
、
氏
の
云
わ
れ
る
「
屈
折
」
、

国
家
移
行
期
に
お
け
る
各
レ
ベ
ル
で
の
妥
協
性
と
紆
余
曲
折
を
把
握
し
な

い
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
氏
の
云
わ
れ
る
、
位
置
づ
け
不
明
の

「
四
要
素
」
が
国
家
形
態
を
曲
折
さ
せ
る
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
は

な
く
・
政
治
的
上
部
構
造
（
そ
こ
に
お
け
る
政
治
的
支
配
階
級
の
段
階
．

性
格
）
↓
国
家
内
容
（
特
殊
具
体
的
な
国
家
の
存
在
内
容
）
↓
国
家
形
態

　
（
国
家
内
容
に
応
じ
た
政
治
レ
ジ
ー
ム
・
統
治
形
態
．
編
成
形
態
の
具
体

的
存
在
形
態
）
を
通
じ
て
、
国
家
論
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
屈
折
」
が
顕
現

す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

前
掲
『
講
座
日
本
歴
史
8
』
、

同
上
、
四
〇
ペ
ー
ジ
。

同
上
、
三
六
ペ
ー
ジ
。

一
〇
七



　
－
説

（
1
8
）
　
同
上
、

（
1
9
）
　
同
上
、

　
苑
一

四
五
ペ
ー
ジ

四
六
ペ
ー
ジ
。

　
い
ま
か
り
に
、
経
済
構
造
の
本
質
と
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
関
係
が
、
政

治
的
上
部
構
造
の
本
質
と
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
関
係
と
一
致
し
、
し
た
が

っ
て
ま
た
、
経
済
構
造
に
お
け
る
も
っ
と
も
優
勢
な
経
済
的
支
配
階
級

と
、
政
治
的
上
部
構
造
に
お
け
る
も
っ
と
も
優
勢
な
政
治
的
支
配
階
級
と

の
本
質
が
｝
致
し
て
い
る
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
、
国
家
と
い
う
政
治
的

上
部
構
造
は
、
と
り
わ
け
政
治
的
支
配
階
級
の
意
識
を
媒
介
と
し
て
構
築

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
支
配
階
級
の
意
識
を
規
定
す
る
の

は
、
政
治
的
支
配
階
級
の
発
展
〔
小
〕
段
階
、
他
の
政
治
的
支
配
階
級
な

い
し
分
派
・
他
階
層
の
位
置
と
そ
れ
と
の
関
係
（
権
力
の
委
譲
・
分
担

等
）
、
被
支
配
階
級
・
中
間
層
の
位
置
と
そ
れ
と
の
関
係
（
階
級
闘
争
等
）
、

継
承
す
る
国
家
装
置
と
の
関
係
（
官
僚
・
軍
事
機
構
の
位
置
・
性
格
、
政

治
的
慣
習
等
）
、
国
際
関
係
へ
の
対
応
（
他
国
と
の
支
配
1
従
属
、
先
進

－
後
進
性
、
緊
張
関
係
等
）
等
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

条
件
に
規
定
さ
れ
つ
つ
、
同
一
の
国
家
類
型
の
国
家
で
あ
っ
て
も
、
特
殊

具
体
的
な
、
政
治
的
支
配
階
級
の
段
階
・
性
格
規
定
に
も
と
づ
く
国
家
内

容
が
、
他
の
国
家
内
容
と
異
な
る
も
の
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
に

〆

八

も
と
づ
い
て
、
さ
ら
に
特
殊
具
体
的
な
政
治
レ
ジ
ー
ム
（
支
配
原
理
・
統

治
手
法
等
）
に
規
定
さ
れ
た
統
治
形
態
・
編
成
形
態
が
構
成
さ
れ
て
く
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
屈
折
」
の
な
か
で
、
経
済
構
造
に
お

け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
優
位
が
、
か
り
に
政
治
的
上
部
構
造
に
お
け
る

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
優
位
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
右
の
政
治

的
支
配
階
級
の
意
識
を
規
定
す
る
諸
条
件
の
も
と
で
、
国
家
類
型
の
変
革

を
な
さ
な
い
ま
ま
、
妥
協
的
に
、
国
家
内
容
－
国
家
形
態
の
改
良
的
変
化

を
も
っ
て
自
ら
の
国
家
を
通
ず
る
政
治
支
配
と
す
る
、
か
か
る
事
態
が
出

現
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
中
村
氏
の
よ
う
に
、
経
済
構
造
、
し
た
が
っ
て
国
家
類
型
が

ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
し
な
が
ら
、
何
故
国
家
形
態
が
独
自
の
絶
対
主
義
的
国
家

形
態
を
と
っ
た
か
、
で
は
な
く
し
て
、
わ
が
国
の
妥
協
的
性
格
を
も
っ
た

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
、
ひ
と
ま
ず
経
済
構
造
を
支
配
し
、
政
治
的
上
部
構

造
を
も
妥
協
的
に
支
配
し
つ
つ
、
具
体
的
な
国
家
総
体
を
、
一
定
の
変
容

を
加
え
つ
つ
も
、
自
ら
と
究
極
的
に
は
別
個
の
範
疇
の
も
の
と
し
て
相
対

的
独
自
に
温
存
し
た
必
然
性
と
そ
の
支
配
の
眼
目
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

国
家
類
型
は
、
む
し
ろ
も
っ
と
も
抽
象
的
歴
史
範
疇
性
を
示
す
も
の
と
し

て
国
家
概
念
の
な
か
で
最
上
位
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
逆
に
も
っ
と
も

具
体
的
な
国
家
形
態
↓
国
家
権
力
↓
国
家
内
容
を
、
そ
う
し
た
実
体
を
、



抽
象
的
に
本
質
評
価
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
五
・
一
〇
・
一
六
）

！
具
体
的
国
家
分
析
の
た
め
の
国
家
の
基
礎
的
諸
概
念
に
つ
い
て
一

一
〇
九


